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●記事の裁判
　定年後嘱託社員と
して再雇用をされた
場合、正社員時と職
務内容などに変更が
ないにもかかわらず、
賃金が低下する事が
恒常化している中、
賃金低下は違法だと
して会社に訴えを起
こしている裁判につ
いて取り上げます。
　争点は、定年後の
再雇用で労働契約法
20条が適用されるか
否かです。

●2審で賃金引下げ容認
　記事にもある通り 1審では労働契約法第 20
条違反として賃金差額の支払いを命じていまし
たが、2審では 1審の判決を覆し、労働契約法
第 20条が適用されるとしつつも、「定年後再
雇用の賃金引下げは広く行われており、社会的
にも容認されている」として、会社側の主張を
認める判決となりました。今回の裁判は専門家
の間でも意見が分かれる内容となっており、従
業員側が上告した場合、最高裁での判断となり
ますが、判決によっては今後、定年後の再雇用
の在り方が変わることになるかもしれません。

※労働契約法20条とは…
　同一の使用者と労働契約を締結している、
有期契約労働者と無期契約労働者との
間で､期間の定めがあることにより不合理に
労働条件を相違させることを禁止するルール。

　対象となる労働条件は､賃金や労働時間等
の狭義の労働条件だけでなく､労働契約の
内容となっている災害補償､服務規律､教育
訓練､付随義務､福利厚生など､労働者に
対する一切の待遇が含まれます。

労働契約法 労働新聞
11月14日号より定年後の賃金引下げは妥当か !?


